
 

１カ月の医療費全体額が５０，０００円 

高額療養費自己負担限度額（月額）：８，０００円 

  

 

(１)１医療機関のみの場合 

１割負担の自己負担額 ５，０００円 

２割負担の自己負担額 １０，０００円 

配慮措置後の自己負担限度額（月額） ８，０００円 

窓口負担額 ８，０００円 

 

(２)２医療機関受診した場合 

 Ａ病院 Ｂ病院 

医療費 ２０，０００円 ３０，０００円 

１割負担の自己負担額 ２，０００円 ３，０００円 

２割負担の自己負担額 ４，０００円 ６，０００円 

配慮措置後の自己負担限度額 

（１医療機関あたり） 

 

５，０００円 

 

６，０００円 

窓口負担額 ４，０００円(ｱ) ６，０００円(ｲ) 

配慮措置後の自己負担限度額（月額） ８，０００円 

高額療養費支給額 ２，０００円 

 

 

 

 

 

医療機関での窓口支払

増加額が 3,000 円まで

となる。 

高額療養費として後日

2,000 円が支給される。 

配慮措置例 

 


